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税 務 課 「秋田県県税条例の一部を改正する条例案」について（議案第１１７号） ・・１２
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財 政 課

令 和 ５ 年 度 ２ 月 補 正 予 算

（令和６年３月７日追加提案分）に関する説明資料

（ 議 案 第 １ １ ４ 号 ）
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(単位：千円)

増 減 額

査定設計委託費等補助金 369,773 （ 0 → 369,773 ）

財政調整基金繰入金 △ 732,562 （ 5,043,250 → 4,310,688 ）

農地中間管理事業等推進基金繰入金 △ 53,856 （ 640,563 → 586,707 ）

現年発生土木災害復旧事業費 △ 177,800 （ 4,298,500 → 4,120,700 ）

災害援護資金 △ 25,500 （ 75,100 → 49,600 ）

令 和 ５ 年 度 ２ 月 補 正 予 算 （ 令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 追 加 提 案 分 ） 　　主 要 な 歳 入 増 減 調 書

区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳 減　　　　額　　　　内　　　　訳

6
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

5 地 方 交 付 税

3 地 方 譲 与 税

4 地 方 特 例 交 付 金

7 分担金及び負担金

8 使用料及び手数料

9 国 庫 支 出 金 369,773

10 財 産 収 入

11 寄 附 金

1 県 税

2 地方消費税清算金

12 繰 入 金 △ 786,418

13 繰 越 金

14 諸 収 入

643,426,564　→　642,806,619

15 県 債 △ 203,300

合　　　計 △ 619,945
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(単位：千円)

増 減 額 減　　　　額　　　　内　　　　訳

災害救助対策費 △ 460,908 （ 2,274,710 → 1,813,802 ）

土地改良区体制強化事業 △ 105,181 （ 317,293 → 212,112 ）

農地中間管理総合対策事業 △ 53,856 （ 798,538 → 744,682 ）

令 和 ５ 年 度 ２ 月 補 正 予 算 （ 令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 追 加 提 案 分 ）    主 要 な 目 的 別 増 減 調 書

区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳

1 議 会 費

2 総 務 費

4 衛 生 費

5 労 働 費

6 農 林 水 産 業 費 △ 159,037

7 商 工 費

8 土 木 費

9 警 察 費

教 育 費

11 災 害 復 旧 費

643,426,564　→　642,806,619

3 民 生 費 △ 460,908

14 予 備 費

合　　　計 △ 619,945

12 公 債 費

13 諸 支 出 金

10
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災害り災者に対する見舞金について

総合防災課

１ 補正理由
令和５年７月の大雨等により被害を受けた世帯に対する災害り災者見舞金について、給付実績見込みに

より減額する。

２ 補正額
△４２２，６０８千円（○一 △４２２，６０８千円）

（内訳）報償費 △４２２，６０８千円

【参考】見舞金の給付実績（令和 6 年 2 月 21 日現在）

（件数単位：世帯、金額単位:千円）

自家 借家 自家 借家

１世帯当たり金額 600 600 200 200 60 －

給 付 件 数 1 10 1 3,248 691 3,951 

給 付 金 額 600 6,000 200 649,600 41,460 697,860 

全壊 半壊・床上浸水
区　分 死亡 合計

(単位：千円）

予算額
（7月補正後）

執行済額
(2.21現在)

今後執行
見込額

決算見込額 ２月補正額

( ① ) ( ② ) ( ③ ) (④＝②＋③) (①－④)

1,152,268 697,860 31,800 729,660 △422,608
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災害援護資金貸付金について

総合防災課

１ 補正理由
令和５年７月の大雨により被害を受けた世帯主に対する「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づく

災害援護資金貸付金の原資について、貸付実績により減額する。

２ 補正額
△３８，３００千円（ △２５，５００千円 ○一 △１２，８００千円）

（内訳）貸付金 △３８，３００千円

※貸付割合：国２／３、県１／３ （無利子）

※令和６年１月以降の貸付申請分については、令和６年度当初予算で対応。

【参考】貸付実績（令和５年分）

※貸 付 先：秋田市

(単位：千円）

予算額
（12月補正後）

決算見込額
(12.31まで申請分)

２月補正額

（ ① ） （ ② ） （①－②）

112,700 74,400 △38,300

(単位：千円）

住宅全壊 住宅半壊 家財損害 合計
（①） （②） （③） （①＋②＋③）

件　数 1 43 4 48 

金　額 2,500 66,500 5,400 74,400 

区　分
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【参考】制度概要

〇貸付限度額(単位：千円)
 ①家財の1/3の損害  1,500
 ②住居の半壊      1,700 (3,500) 
 ③住居の全壊      2,500 (3,500)
※被災した住居を建て直す際、残存部分を取り壊さざるを
 得ない等特別の事情がある場合は括弧内の額

対 象 災 害
都道府県内において災害救助法が適用された市町村が
１以上ある災害（当該都道府県適用）

実 施 主 体 市町村（条例により実施）
所 得 制 限 あり（世帯人数によって異なる）
償 還 期 間 １０年（据置期間３年）
利 率 年３％以内で条例で定める率（据置期間中は無利子）
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「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」について（議案第１１６号）

人事課

１ 改正理由
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正により、在宅勤務等手当を新設する必要がある。

２ 改正内容
⑴ 在宅勤務等に伴う光熱水費等の負担を軽減するため、在宅勤務等手当を新設し、人事委員会規則で定
める期間以上、１か月当たり平均１０日を超えて住居その他の場所において勤務する職員に月額３千円
を支給する。

⑵ その他所要の規定の整備等を行う。

３ 施行期日
令和６年４月１日
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一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
給
与
）

（
給
与
）

第
二
条

こ
の
条
例
で
「
給
与
」
と
は
、
給
料
並
び
に
管
理
職
手
当
、
初
任
給

第
二
条

こ
の
条
例
で
「
給
与
」
と
は
、
給
料
並
び
に
管
理
職
手
当
、
初
任
給

調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任

調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任

手
当
、
在
宅
勤
務
等
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
第
十
三
条

手
当

、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
第
十
三
条

の
三
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。
第
十
九
条
の
二
及
び
第
二
十
三
条
の
六

の
三
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。
第
十
九
条
の
二
及
び
第
二
十
三
条
の
六

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手

当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、

当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、

寒
冷
地
手
当
、
定
時
制
通
信
教
育
手
当
、
産
業
教
育
手
当
、
農
林
漁
業
普
及

寒
冷
地
手
当
、
定
時
制
通
信
教
育
手
当
、
産
業
教
育
手
当
、
農
林
漁
業
普
及

指
導
手
当
、
災
害
派
遣
手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
特
定
新
型

指
導
手
当
、
災
害
派
遣
手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
特
定
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
を
含
む
。
）
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
を
含
む
。
）
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別

手
当
及
び
報
酬
を
い
う
。

手
当
及
び
報
酬
を
い
う
。

（
通
勤
手
当
）

（
通
勤
手
当
）

第
十
二
条

略

第
十
二
条

略

２

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

２

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

略

一

略

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
千
四
百

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
千
四
百

円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
自
動
車
等
の
種
類
及
び
使
用
距
離
等
の
事
情

円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
自
動
車
等
の
種
類
及
び
使
用
距
離
等
の
事
情

を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
（
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の

を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
（

規
定
に
よ
り
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
及
び
短
時
間
勤
務
職

短
時
間
勤
務
職

員
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め

員
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め

る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
職
員
（

支
給
単
位
期
間
当

る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
職
員
で
、
支
給
単
位
期
間
当

た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る

た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に

。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

あ
つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
）

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
）

三

略

三

略

３
～
７

略

３
～
７

略

（
在
宅
勤
務
等
手
当
）

第
十
二
条
の
三

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
場
所
に
お
い
て
、
正
規
の
勤
務
時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い

時
間
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
の
全
部
を
勤
務

す
る
こ
と
を
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
一

箇
月
当
た
り
平
均
十
日
を
超
え
て
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
在
宅
勤
務
等
手

当
を
支
給
す
る
。

２

在
宅
勤
務
等
手
当
の
月
額
は
、
三
千
円
と
す
る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

（
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
の
算
出
）

（
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
の
算
出
）

第
十
九
条
の
二

勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
は
、
次
に
掲
げ
る
給
与
の
月

第
十
九
条
の
二

勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
は
、
次
に
掲
げ
る
給
与
の
月

額
の
合
計
額
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五

額
の
合
計
額
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五

十
二
を
乗
じ
た
も
の
か
ら
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
減
じ
た
も
の

十
二
を
乗
じ
た
も
の
か
ら
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
減
じ
た
も
の

で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

在
宅
勤
務
等
手
当

五
～
八

略

四
～
七

略

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
改
正
（
附
則
第
二
項
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
時
間
外
勤
務
手
当
及
び
休
日
勤
務
手
当
）

（
時
間
外
勤
務
手
当
及
び
休
日
勤
務
手
当
）

第
十
九
条

職
員
に
対
す
る
時
間
外
勤
務
手
当
及
び
休
日
勤
務
手
当
は
、
県
立

第
十
九
条

職
員
に
対
す
る
時
間
外
勤
務
手
当
及
び
休
日
勤
務
手
当
は
、
県
立

学
校
職
員
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

学
校
職
員
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
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関
す
る
条
例
第
十
九
条
の
二
第
六
号
中
「
特
地
勤
務
手
当
」
と
あ
る
の
は
、

関
す
る
条
例
第
十
九
条
の
二
第
五
号
中
「
特
地
勤
務
手
当
」
と
あ
る
の
は
、

「
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に

「
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
へ
き
地
手
当
」
と
す
る
。

規
定
す
る
へ
き
地
手
当
」
と
す
る
。
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「秋田県県税条例の一部を改正する条例案」について（議案第１１７号）

税務課

１ 改正理由

地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 号）による地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一

部改正に伴い、令和６年度分の個人の県民税の特別税額控除を実施する等の必要がある。

２ 主な改正内容

⑴ 個人の県民税の定額減税（附則第４条の６、第４条の７関係）

ア 制度の概要

合計所得金額が１，８０５万円以下の納税者に限り、令和６年度分の個人の県民税の所得割額と個人の市町村

民税の所得割額の合計額から、納税義務者及び配偶者を含めた扶養家族１人につき１万円の減税を実施する。

イ 県民税の所得割額からの減税額

県民税からの減税額は次の計算式により算出した額とし、残りの額は個人の市町村民税から減税される。

所得割額（県）

（１万円×人数）×

所得割額（県）＋ 所得割額（市町村）

⑵ 令和６年能登半島地震災害により被災した者に対する雑損控除の特例（附則第３条の４関係）

能登半島地震災害による資産の損失の金額について、所得割の納税義務者の選択により、令和５年において生

じた損失の金額として、令和６年度分の個人の県民税の雑損控除額の特例を適用することができることとする。
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⑶ 特定プラットフォーム事業者に対する課税（第６２条の２の３関係）

国外事業者がデジタルプラットフォームを介して国内向けに行うデジタルサービスの提供について、国外事業

者の取引高が５０億円を超えるプラットフォーム事業者を対象に、当該プラットフォーム事業者に地方消費税の

納税義務を課することとする。

⑷ 特例措置の期限延長

特例措置のうち令和６年３月３１日で期限を迎えるものについて、法と同様に期限の延長を行うこととする。

⑸ その他

その他所要の規定の整備を行うこととする。

３ 施行期日等

⑴ この条例は、令和６年４月１日から施行することとする。ただし、２⑵については、公布の日から施行する。

⑵ この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。
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秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
徴
収
金
の
納
付
又
は
納
入
の
場
所

）

（
徴
収
金
の
納
付
場
所
又
は
納
入
場
所
）

第
九
条

徴
収
金
は
、
法
又
は
こ
の
条
例
で
特
別
の
定
め
を
す
る
場
合
を
除
き

第
九
条

徴
収
金
は
、
法
又
は
こ
の
条
例
で
特
別
の
定
め
を
す
る
場
合
を
除
き

、
指
定
金
融
機
関
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号

、
指
定
金
融
機
関
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号

）
第
百
六
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
含
む
。
第

）
第
百
六
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
含
む
。
以

三
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

下

同
じ
。
）
又
は
同
令
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項

六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
収
納
に
関

の
規
定
に
よ
り
そ
の
収
納
の

す
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
に
納
付
し
、
又
は
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
に
納
付
し
、
又
は
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
出
納
員
又
は
現
金
取
扱

い
。
た
だ
し
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
出
納
員
又
は
現
金
取
扱

員
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

員
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

略

２

略

（
県
民
税
の
納
税
義
務
者
等
）

（
県
民
税
の
納
税
義
務
者
等
）

第
三
十
条

略

第
三
十
条

略

２
～
４

略

２
～
４

略

５

公
益
法
人
等
（
法
人
税
法
第
二
条
第
六
号
の
公
益
法
人
等
並
び
に
防
災
街

５

公
益
法
人
等
（
法
人
税
法
第
二
条
第
六
号
の
公
益
法
人
等
並
び
に
防
災
街

区
整
備
事
業
組
合
、
管
理
組
合
法
人
及
び
団
地
管
理
組
合
法
人
、
マ
ン
シ
ョ

区
整
備
事
業
組
合
、
管
理
組
合
法
人
及
び
団
地
管
理
組
合
法
人
、
マ
ン
シ
ョ

ン
建
替
組
合
、
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
及
び
敷
地
分
割
組
合
、
地
方
自

ン
建
替
組
合
、
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
及
び
敷
地
分
割
組
合
、
地
方
自

治
法

第
二
百
六
十
条
の
二
第
七
項
に

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
の
二
第
七
項
に

規
定
す
る
認
可
地
縁
団
体
、
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す

規
定
す
る
認
可
地
縁
団
体
、
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す

る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
六
号
）
第
七
条
の

る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
六
号
）
第
七
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
で
あ
る
政
党
等
並
び
に
特
定
非
営
利
活
動
促
進

二
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
で
あ
る
政
党
等
並
び
に
特
定
非
営
利
活
動
促
進

法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活

法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活

動
法
人
を
い
う
。
）
の
う
ち
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
以

動
法
人
を
い
う
。
）
の
う
ち
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
以

外
の
も
の
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
つ
て
法
人
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
対
す
る

外
の
も
の
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
つ
て
法
人
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
対
す
る

法
人
税
割
（
法
人
税
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
申
告
書
に
係
る
法
人
税
額
を

法
人
税
割
（
法
人
税
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
申
告
書
に
係
る
法
人
税
額
を

課
税
標
準
と
す
る
法
人
税
割
に
限
る
。
）
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

課
税
標
準
と
す
る
法
人
税
割
に
限
る
。
）
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
県
内
に
収
益
事
業
又
は
法
人
課
税
信
託
の
信
託
事

ず
、
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
県
内
に
収
益
事
業
又
は
法
人
課
税
信
託
の
信
託
事

務
を
行
う
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
も
の
に
課
す
る
。

務
を
行
う
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
も
の
に
課
す
る
。

６
～
８

略

６
～
８

略

（
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
て
行
う
電
気
通
信
利
用
役
務
の

提
供
に
関
す
る
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
）

第
六
十
二
条
の
二
の
三

消
費
税
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る

国
外
事
業
者
が
国
内
に
お
い
て
行
う
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
（
法
第
七

十
二
条
の
八
十
の
三
に
規
定
す
る
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
消
費
税
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、

そ
の
対
価
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
」
と
い
う
。
）

を
介
し
て
収
受
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
事
業
者
が
当
該
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
し
て

、
こ
の
節
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附

則

附

則

（
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
係
る
雑
損
控
除
額
の
特
例
）

第
三
条
の
四

所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
選
択
に
よ
り
、
法
附
則
第
四
条
の
四

第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
損
失
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る

損
失
対
象
金
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
損
失
対
象
金
額
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
に
お
い
て
生
じ
た
法
第
三
十
四
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
損
失
の
金
額
と
し
て
、
第
三
十
四
条
の
規
定
を
適
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ

た
金
額
に
係
る
当
該
損
失
対
象
金
額
は
、
そ
の
者
の
令
和
七
年
度
以
後
の
年

度
分
で
当
該
損
失
対
象
金
額
が
生
じ
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度

分
の
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
損
失
対
象

金
額
が
生
じ
た
年
に
お
い
て
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
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２

前
項
前
段
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た

金
額
に
係
る
損
失
対
象
金
額
の
う
ち
に
令
附
則
第
四
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
親
族
の
有
す
る
法
附
則
第
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
資
産
に
つ
い

て
受
け
た
損
失
の
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
親
族
資
産
損
失
額
」
と

い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
親
族
資
産
損
失
額
は
、
当
該
親
族
の
令
和

七
年
度
以
後
の
年
度
分
で
当
該
親
族
資
産
損
失
額
が
生
じ
た
年
の
末
日
の
属

す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
該
親
族
資
産
損
失
額
が
生
じ
た
年
に
お
い
て
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と

み
な
す
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
分
の
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る

申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ

る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
法
第
四
十

五
条
の
三
第
一
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
）
に
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
場
合
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載

が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
町
村
長
が
認
め
る

場
合
を
含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。

（
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
の
特
別
税
額
控
除
）

第
四
条
の
六

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
県
民
税
に
係
る
令

和
六
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
を
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
千
八
百
五
万

円
以
下
で
あ
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
第
三
十
五
条
か
ら
第

三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
二
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附
則

第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
三
及
び
附
則
第
六
条
第
一
項
の

規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

２

前
項
の
県
民
税
に
係
る
令
和
六
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
は
、
第
一
号
に

掲
げ
る
額
と
第
二
号
に
掲
げ
る
額
と
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
い
う
。
）
が
一
万
円
（
特
別
税
額
控
除

対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶
者
等
（
法
附
則
第
五
条
の
八
第
二
項
に

規
定
す
る
控
除
対
象
配
偶
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人
に
つ
き
一

万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
る
場
合
に
は
一
万
円
（
特
別
税
額
控
除
対

象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶
者
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
に
当

該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人
に
つ
き
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
に
第
一
号

に
掲
げ
る
額
を
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ

て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金

額
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を

切
り
上
げ
た
金
額
）
と
し
、
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
が
一
万
円
（
特

別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶
者
等
を
有
す
る
場
合
に
は

、
一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人
に
つ
き
一
万
円
を
加
算
し
た
金

額
）
を
超
え
な
い
場
合
に
は
同
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

一

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
六
条
の

四
ま
で
、
附
則
第
二
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の

二
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
三
及
び
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
を

適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

二

法
附
則
第
五
条
の
八
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額

３

前
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項

及
び
附
則
第
四
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「

所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
（
附
則
第
四
条
の
六
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
前
の
も
の
を
い
う
。
）
」
と
す
る
。

（
令
和
七
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
の
特
別
税
額
控
除
）

第
四
条
の
七

令
和
七
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
県
民
税
に
係
る
令

和
七
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
を
、
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
（
法

附
則
第
五
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
を
有
す
る
も
の

に
限
る
。
）
の
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
二
条
第

一
項
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四

条
の
三
及
び
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

か
ら
控
除
す
る
。

２

前
項
の
県
民
税
に
係
る
令
和
七
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
は
、
第
一
号
に
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掲
げ
る
額
と
第
二
号
に
掲
げ
る
額
と
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
い
う
。
）
が
一
万
円
を
超
え
る
場
合
に

は
一
万
円
に
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
で
除
し

て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金

額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
上
げ
た
金
額
）
と
し
、
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割

の
額
が
一
万
円
を
超
え
な
い
場
合
に
は
同
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
金
額

と
す
る
。

一

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
六
条
の

四
ま
で
、
附
則
第
二
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の

二
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
三
及
び
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
を

適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

二

法
附
則
第
五
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
五
条

略

第
五
条

略

２

略

２

略

３

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
六
条
の
四
、
附
則
第

３

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
六
条
の
四
及
び
附
則

二
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
六
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

第
二
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
の
四
中
「
第
三
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ

に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
の
四
中
「
第
三
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ

る
の
は
「
第
三
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
附
則
第
五
条
第
二
項
」
と
、
附

る
の
は
「
第
三
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
附
則
第
五
条
第
二
項
」
と
、
附

則
第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
及
び
附
則
第
四
条
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
、

則
第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
及
び
附
則
第
四
条
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
、

附
則
第
四
条
の
三
及
び
附
則
第
五
条
第
二
項
」
と
、
附
則
第
四
条
の
六
第
二

附
則
第
四
条
の
三
及
び
附
則
第
五
条
第
二
項
」
と
す
る

項
第
一
号
中
「
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
、
附
則
第
五
条
第
二
項
及
び
」
と
、

前
条
第
二
項
第
一
号
中
「
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
、
次
条
第
二
項
及
び
」
と

す
る
。

。

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
七
条

略

第
七
条

略

２

略

２

略

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。

。

一

略

一

略

二

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

二

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所

る
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
に

と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
項
後
段
及

上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、

び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
所
得

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規

則
第
四
条
第
一
項
中
「
法
附
則
第
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則

定
に
よ
る
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
後
段
及
び
第
二

第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
七
条
第

る
法
附
則
第
五
条
第
一
項
」
と
、
「
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
の

一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三
中

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
項
各
号
」
と
、
同
項
、
附
則
第

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一

四
条
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額

項
の
規
定
に
よ
る
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
四
条
第
一
項
中

」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

「
法
附
則
第
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三
中
「
所
得
割
の
額
」

三
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
条
第

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

一
項
」
と
、
「
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

え
て
適
用
さ
れ
る
同
項
各
号
」
と
す
る
。

三

附
則
第
四
条
の
六
及
び
附
則
第
四
条
の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
附
則
第
四
条
の
六
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
七
第
一
項
中
「
所
得
割

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
六
第
二
項
第
一
号

及
び
附
則
第
四
条
の
七
第
二
項
第
一
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所

得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
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（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
八
条

当
分
の
間
、
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特

第
八
条

当
分
の
間
、
所
得
割

の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特

別
措
置
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
を

別
措
置
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
を

有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
三

有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
三

条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の

条
及
び

第
三
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の

所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
当
該
事
業
所
得
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
令

所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
当
該
事
業
所
得
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
令

附
則
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項

附
則
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、

に
お
い
て
「
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、

次
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
多
い
金
額
に
相
当
す
る
県
民
税
の
所
得

次
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
多
い
金
額
に
相
当
す
る
所
得
割

割
を
課
す
る
。

を
課
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

２

略

２

略

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。

。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所

る
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
に

と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
項
後
段
及
び
第

土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附
則

二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
八
条

第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

四
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第

よ
る
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
後
段
及
び
第
二
項
中

一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
八

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
八
条
第
一
項

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の

の
規
定
に
よ
る
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三
中
「
所

三
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
八
条

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
の

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

規
定
に
よ
る
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

四

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
適
用
し

四

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
適
用
し

た
場
合
の
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

た
場
合
の
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

所
得
割
の
額
」
と

、
同
項
第
一
号
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並

、
同
項
第
一
号
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並

び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金

び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金

額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

所
得
割
の
額
」
と

す
る
。

す
る
。

五

附
則
第
四
条
の
六
及
び
附
則
第
四
条
の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
附
則
第
四
条
の
六
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
七
第
一
項
中
「
所
得
割

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
六
第
二
項
第
一
号

及
び
附
則
第
四
条
の
七
第
二
項
第
一
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所

得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
九
条

当
分
の
間
、
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特

第
九
条

当
分
の
間
、
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特

別
措
置
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は

別
措
置
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は

、
当
該
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に

、
当
該
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
三
条
及
び

第
三
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
長

第
三
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
長

期
譲
渡
所
得
の
金
額
に
対
し
、
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
同
法
第
三
十
三
条

期
譲
渡
所
得
の
金
額
に
対
し
、
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
同
法
第
三
十
三
条

の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二

の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二

第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条

第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条

の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
該
当

の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項

す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額

に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額

と
し
、
こ
れ
ら
の
金
額
に
つ
き
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

と
し
、
こ
れ
ら
の
金
額
に
つ
き
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
第
三
十
四
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後

適
用
さ
れ
る
第
三
十
四
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後

の
金
額
。
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い

の
金
額
。
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
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て
「
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
の
百
分
の
二
に
相
当
す
る
金

て
「
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
の
百
分
の
二
に
相
当
す
る
金

額
に
相
当
す
る
県
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
長
期

額
に
相
当
す
る
所
得
割
を

課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
長
期

譲
渡
所
得
の
金
額
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
の
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
県
民
税

譲
渡
所
得
の
金
額
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
の
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
県
民
税

に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
損
失
の
金
額
は
生
じ
な
か
つ
た

に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
損
失
の
金
額
は
生
じ
な
か
つ
た

も
の
と
み
な
す
。

も
の
と
み
な
す
。

２

略

２

略

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。

。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所

る
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
に

と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
同
項
後
段
及
び
第
二
項
中
「
所

長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規

第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
四
条
第
一
項

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
割

、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
所

の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
後
段
及
び
第
二
項
中
「
所
得
割
の

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三
中
「
所
得

る
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三
中
「
所
得
割
の
額
」

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

四

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
適
用
し

四

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
適
用
し

た
場
合
の
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

た
場
合
の
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

所
得
割
の
額
」
と

、
同
項
第
一
号
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並

、
同
項
第
一
号
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並

び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
同

び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
同

項
第
二
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則

項
第
二
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

所
得
割
の
額
」
と
す
る
。

五

附
則
第
四
条
の
六
及
び
附
則
第
四
条
の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
附
則
第
四
条
の
六
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
七
第
一
項
中
「
所
得
割

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
六
第
二
項
第
一
号

及
び
附
則
第
四
条
の
七
第
二
項
第
一
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所

得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
十
二
条

当
分
の
間
、

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税

第
十
二
条

当
分
の
間
、
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税

特
別
措
置
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
同
条
第
二
項
に

特
別
措
置
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
譲
渡
に
よ
る
所
得
を
含
む
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
譲
渡

規
定
す
る
譲
渡
に
よ
る
所
得
を
含
む
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
譲
渡

所
得
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
五
条

所
得
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
三
条
及
び

第
三
十
五
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
短
期
譲
渡
所
得

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
短
期
譲
渡
所
得

の
金
額
に
対
し
、
課
税
短
期
譲
渡
所
得
金
額
（
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
同

の
金
額
に
対
し
、
課
税
短
期
譲
渡
所
得
金
額
（
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
同

法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第

法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第

三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項

三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項

又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用

又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用

に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら

に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら

控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
し
、
こ
れ
ら
の
金
額
に
つ
き
第
四
項
第

控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
し
、
こ
れ
ら
の
金
額
に
つ
き
第
四
項
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
四
条
の
規
定
の
適
用

二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
四
条
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）
の
百
分
の
三
・
六

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）
の
百
分
の
三
・
六

に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
県
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
こ
の
場
合
に

に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
所
得
割
を

課
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
の
金
額
が
あ
る
と

お
い
て
、
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
の
金
額
が
あ
る
と

き
は
、
県
民
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
損
失
の
金
額
は

き
は
、
県
民
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
損
失
の
金
額
は

生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

２
・
３

略

２
・
３

略

４

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

４

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。

。
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一
・
二

略

一
・
二

略

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林

よ
る
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額

所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
一

」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定

項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
同
項
後
段
及
び
第
二
項
中

す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
第
一

の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と

項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
四
条

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項

所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
後
段
及
び
第
二
項
中
「
所

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三

規
定
に
よ
る
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三
中
「
所
得

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

規
定
に
よ
る
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

四

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
適
用
し

四

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
適
用
し

た
場
合
の
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

た
場
合
の
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」

並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

所
得
割
の
額
」

と
、
同
項
第
一
号
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額

と
、
同
項
第
一
号
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額

並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と

並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と

、
同
項
第
二
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に

、
同
項
第
二
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に

附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る

附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

所
得
割
の
額
」
と
す
る

。

。

五

附
則
第
四
条
の
六
及
び
附
則
第
四
条
の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
附
則
第
四
条
の
六
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
七
第
一
項
中
「
所
得
割

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
六
第
二
項
第
一

号
及
び
附
則
第
四
条
の
七
第
二
項
第
一
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税

の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
十
二
条
の
二

当
分
の
間
、
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に

第
十
二
条
の
二

当
分
の
間
、
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係

る
譲
渡
所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得

る
譲
渡
所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得

等
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
五
条
の

等
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
三
条
及
び

第
三
十
五
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
当
該
一
般
株
式
等

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
当
該
一
般
株
式
等

に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所

り
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所

得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
一
般
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得

得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
一
般
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得

等
の
金
額
（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
第
三
項
第
二
号
の

等
の
金
額
（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
第
三
項
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
四
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
四
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）
の
百
分
の
二
に
相
当
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）
の
百
分
の
二
に
相
当
す
る

金
額
に
相
当
す
る
県
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一

金
額
に
相
当
す
る
所
得
割
を

課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一

般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
の
金
額
が
あ

般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
の
金
額
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
損
失
の
金
額
は
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

る
と
き
は
、
当
該
損
失
の
金
額
は
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

略

２

略

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。

。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「

定
に
よ
る
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と

項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
附
則
第

、
同
項
後
段
及
び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の

四
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
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額
及
び
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の

一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十

額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
及

二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二

び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

第
一
項
後
段
及
び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の

得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の

額
及
び
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
割
の
額
の
合
計

所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民

の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
割
の
額
の

税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

合
計
額
」
と
す
る
。

四

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
適
用
し

四

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
適
用
し

た
場
合
の
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

た
場
合
の
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の

並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

所
得
割
の

額
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得

額
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得

金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係

金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。

所
得
割
の
額
」
と
す
る
。

五

附
則
第
四
条
の
六
及
び
附
則
第
四
条
の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
附
則
第
四
条
の
六
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
七
第
一
項
中
「
所
得
割

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
六
第
二
項

第
一
号
及
び
附
則
第
四
条
の
七
第
二
項
第
一
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
十
二
条
の
四

当
分
の
間
、
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に

第
十
二
条
の
四

当
分
の
間
、
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
、
譲

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
、
譲

渡
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又

渡
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又

は
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十

は
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
三
条
及
び

第
三
十

五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
当
該
事
業

五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
当
該
事
業

所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十

所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十

八
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の

八
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し

項
に
お
い
て
「
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し

、
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等

、
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等

の
金
額
（
次
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
四

の
金
額
（
次
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
四

条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）

条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）

の
百
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
県
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。

の
百
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
所
得
割
を

課
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
の
計
算
上
生
じ

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
の
計
算
上
生
じ

た
損
失
の
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
損
失
の
金
額
は
生
じ
な
か
つ
た
も
の

た
損
失
の
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
損
失
の
金
額
は
生
じ
な
か
つ
た
も
の

と
み
な
す
。

と
み
な
す
。

２

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

２

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。

。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

則
第
四
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「

定
に
よ
る
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得

山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一

の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同

項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
附
則
第
四
条

項
後
段
及
び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項

び
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条

合
計
額
」
と
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
附

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一

則
第
四
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

項
後
段
及
び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得

び
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」

割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

と
、
附
則
第
四
条
の
三
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の

並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
割
の
額
の
合
計

所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

額
」
と
す
る
。

四

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
適
用
し

四

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
適
用
し

た
場
合
の
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

た
場
合
の
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
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並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の

並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

所
得
割
の

額
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得

額
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得

金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る

金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る

雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民

「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。

所
得
割
の
額
」
と
す
る
。

五

附
則
第
四
条
の
六
及
び
附
則
第
四
条
の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
附
則
第
四
条
の
六
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
七
第
一
項
中
「
所
得
割

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
六
第
二
項

第
一
号
及
び
附
則
第
四
条
の
七
第
二
項
第
一
号
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

（
不
動
産
取
得
税
の
新
築
家
屋
の
取
得
の
日
等
に
係
る
特
例
）

（
不
動
産
取
得
税
の
新
築
家
屋
の
取
得
の
日
等
に
係
る
特
例
）

第
十
四
条
の
七

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
又
は

第
十
四
条
の
七

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
又
は

家
屋
を
新
築
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
で
令
附
則
第
六
条
の
十
八

家
屋
を
新
築
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
で
令
附
則
第
六
条
の
十
八

第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
が
売
り
渡
す
新
築
の
住
宅
に
係
る
第
六
十
三
条
第

第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
が
売
り
渡
す
新
築
の
住
宅
に
係
る
第
六
十
三
条
第

二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
住
宅
の
新
築
が
平
成
十

二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
住
宅
の
新
築
が
平
成
十

年
十
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に

年
十
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に

限
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
年
」
と
す
る
。

限
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
年
」
と
す
る
。

２

土
地
が
取
得
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
土
地
の
上
に
第
七
十
三
条
第
一
項
に
規

２

土
地
が
取
得
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
土
地
の
上
に
第
七
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
項
及
び
第
七
十
四

定
す
る
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
項
及
び
第
七
十
四

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
の
取
得
が
平
成
十
六
年

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
の
取
得
が
平
成
十
六
年

四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限

四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限

り
、
第
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
（
同
日

り
、
第
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
（
同
日

か
ら
三
年
以
内
に
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

か
ら
三
年
以
内
に
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

と
し
て
令
附
則
第
六
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）
」

と
し
て
令
附
則
第
六
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）
」

と
、
第
七
十
四
条
第
一
項
中
「
二
年
以
内
、
同
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る

と
、
第
七
十
四
条
第
一
項
中
「
二
年
以
内
、
同
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る

の
は
「
三
年
（
令
附
則
第
六
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四

の
は
「
三
年
（
令
附
則
第
六
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四

年
）
以
内
、
前
条
第
二
項
第
一
号
」
と
す
る
。

年
）
以
内
、
前
条
第
二
項
第
一
号
」
と
す
る
。

（
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
）

（
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
）

第
十
五
条

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

第
十
五
条

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
不
動
産
取
得
税
の
税

に
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
不
動
産
取
得
税
の
税

率
は
、
第
六
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百
分
の
三
と
す
る
。

率
は
、
第
六
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百
分
の
三
と
す
る
。

２

略

２

略

（
不
動
産
取
得
税
の
減
額
に
係
る
宅
地
評
価
土
地
の
価
格
の
特
例
）

（
不
動
産
取
得
税
の
減
額
に
係
る
宅
地
評
価
土
地
の
価
格
の
特
例
）

第
十
六
条
の
二

略

第
十
六
条
の
二

略

２

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い

２

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
被
収
用
不
動
産
等
を
収
用
さ
れ

て
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
被
収
用
不
動
産
等
を
収
用
さ
れ

、
又
は
譲
渡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳

、
又
は
譲
渡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳

に
登
録
さ
れ
た
価
格
（
当
該
被
収
用
不
動
産
等
の
価
格
が
固
定
資
産
課
税
台

に
登
録
さ
れ
た
価
格
（
当
該
被
収
用
不
動
産
等
の
価
格
が
固
定
資
産
課
税
台

帳
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
総
合
県
税
事
務
所
長
が
法
第
三
百
八

帳
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
総
合
県
税
事
務
所
長
が
法
第
三
百
八

十
八
条
第
一
項
の
固
定
資
産
評
価
基
準
に
よ
り
決
定
し
た
価
格
）
中
に
法
附

十
八
条
第
一
項
の
固
定
資
産
評
価
基
準
に
よ
り
決
定
し
た
価
格
）
中
に
法
附

則
第
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
の
価
格
が
あ
る
と
き

則
第
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
の
価
格
が
あ
る
と
き

に
お
け
る
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

に
お
け
る
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
登
録
さ
れ
た
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
さ
れ
た
価
格
の
う
ち
法
附
則
第

「
登
録
さ
れ
た
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
さ
れ
た
価
格
の
う
ち
法
附
則
第

十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
以
外
の
部
分
の
価

十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
以
外
の
部
分
の
価

格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相

格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土
地
の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相

当
す
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
」
と
、
「
決
定
し
た
価
格
」
と
あ
る
の
は
「

当
す
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
」
と
、
「
決
定
し
た
価
格
」
と
あ
る
の
は
「

決
定
し
た
価
格
の
う
ち
法
附
則
第
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
評

決
定
し
た
価
格
の
う
ち
法
附
則
第
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
評

価
土
地
の
部
分
以
外
の
部
分
の
価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土
地

価
土
地
の
部
分
以
外
の
部
分
の
価
格
に
相
当
す
る
額
に
当
該
宅
地
評
価
土
地

の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
」
と
す
る

の
部
分
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
」
と
す
る

。

。

（
狩
猟
税
の
税
率
の
特
例
）

（
狩
猟
税
の
税
率
の
特
例
）

第
二
十
五
条

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

第
二
十
五
条

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

ま

で
の
間
に
受
け
る
狩
猟
者
の
登
録
で
あ
つ
て
、
当
該
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け

で
の
間
に
受
け
る
狩
猟
者
の
登
録
で
あ
つ
て
、
当
該
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
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る
者
が
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以

る
者
が
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
に
規

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
に
規

定
す
る
申
請
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
」
と
い

定
す
る
申
請
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
」
と
い

う
。
）
を
提
出
す
る
日
前
一
年
以
内
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特

う
。
）
を
提
出
す
る
日
前
一
年
以
内
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特

定
捕
獲
等
期
間
」
と
い
う
。
）
に
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定

定
捕
獲
等
期
間
」
と
い
う
。
）
に
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
を
受
け
、
当
該
許
可
に
係
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
条
に

に
よ
る
許
可
を
受
け
、
当
該
許
可
に
係
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
許
可
捕
獲
等
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の

お
い
て
「
許
可
捕
獲
等
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の

税
率
は
、
第
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す

税
率
は
、
第
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す

る
税
率
に
二
分
の
一
を
乗
じ
た
税
率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率

る
税
率
に
二
分
の
一
を
乗
じ
た
税
率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率

」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
狩
猟
者
の
登

」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
狩
猟
者
の
登

録
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率
適
用
登
録
」
と
い
う
。
）
の
要
件

録
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率
適
用
登
録
」
と
い
う
。
）
の
要
件

を
満
た
す
者
が
、
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行
つ
た
後
、
軽
減
税

を
満
た
す
者
が
、
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行
つ
た
後
、
軽
減
税

率
適
用
登
録
の
対
象
と
な
る
狩
猟
期
間
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条
第
九
項

率
適
用
登
録
の
対
象
と
な
る
狩
猟
期
間
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条
第
九
項

に
規
定
す
る
狩
猟
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
近

に
規
定
す
る
狩
猟
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
近

の
狩
猟
期
間
に
つ
い
て
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
を
提
出
し
、
既
に
そ
の
狩
猟

の
狩
猟
期
間
に
つ
い
て
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
を
提
出
し
、
既
に
そ
の
狩
猟

者
の
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

者
の
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

略

２

略

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
附
則
第
四
項
に
よ
る
改
正
）

新

旧

附

則

附

則

１
～
３

略

１
～
３

略

（
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
）

（
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
）

４

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
第
三

４

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
第
三

条
に
規
定
す
る
家
屋
又
は
土
地
の
取
得
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
家

条
に
規
定
す
る
家
屋
又
は
土
地
の
取
得
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
家

屋
又
は
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
率
は
、
同
条
の

屋
又
は
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
率
は
、
同
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い

も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
県
税
条
例
第
六
十
七
条
又
は
附
則
第

も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
県
税
条
例
第
六
十
七
条
又
は
附
則
第

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
税
率
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
税
率
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

５

略

５

略

地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
及
び
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
附
則
第
五
項
に
よ
る
改
正
）

新

旧

附

則

附

則

１
～
３

略

１
～
３

略

（
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
）

（
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
）

４

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
屋

４

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
屋

又
は
土
地
の
取
得
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
家
屋
又
は
土
地
の
取
得

又
は
土
地
の
取
得
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
家
屋
又
は
土
地
の
取
得

に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
率
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
率
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に

、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に

適
用
さ
れ
る
べ
き
県
税
条
例
第
六
十
七
条
又
は
附
則
第
十
五
条
第
一
項
に
規

適
用
さ
れ
る
べ
き
県
税
条
例
第
六
十
七
条
又
は
附
則
第
十
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
税
率
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

定
す
る
税
率
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

５
・
６

略

５
・
６

略
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